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健発０４１２第１１号

平成２５年４月１２日

各都道府県知事 殿

厚生労働省健康局長

（ 公 印 省 略 ）

新型インフルエンザ等対策特別措置法に係る埋葬及び火葬の特例等の施

行について

新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号。以下「法」

という。）の施行に関し、本日、新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令

（平成２５年政令第１２２号。以下「施行令」という。）及び新型インフルエ

ンザ等対策特別措置法第五十六条第二項の規定により特定都道府県知事が行う

埋葬又は火葬の方法を定める告示（平成２５年厚生労働省告示第１４２号。以

下「告示」という。）が公布されたところであるが、これらに係る埋葬及び火

葬の特例等に関する内容は、下記のとおりであるので、御了知の上、貴管内市

区町村に対し周知を図るとともに、その実施に遺漏なきを期されたい。

記

１ 墓地、埋葬等に関する法律の手続の特例

厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等緊急事態において、埋葬又は火葬

を円滑に行うことが困難となった場合において、公衆衛生上の危害の発生を

防止するため緊急の必要があると認めるときは、厚生労働大臣の定める期間

に限り、墓地、埋葬等に関する法律（昭和２３年法律第４８号。以下「墓地

埋葬法」という。）第５条及び第１４条に規定する手続について、以下のと

おり、その特例を定めることができること。（法第５６条第１項、施行令第

１５条関係）

(1) 厚生労働大臣は、墓地埋葬法第５条及び第１４条に規定する手続の特例
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を定めるときは、その対象となる地域を指定するものとすること。

(2) 厚生労働大臣は、その定める期間内に指定した地域における遺体に係る

墓地埋葬法第５条第１項の規定による埋葬又は火葬の許可について、同条

第２項に規定する市町村長のほか、当該遺体の現に存する地の市町村長そ

の他の市町村長がこれを行うものとすることができること。

(3) 厚生労働大臣は、指定した地域において公衆衛生上の危害の発生を防止

するため特に緊急の必要があると認めるときは、厚生労働大臣が定める墓

地又は火葬場においては墓地埋葬法第５条第１項の規定による許可を要し

ないものとすることができること。

(4) 厚生労働大臣は、墓地埋葬法第１４条に規定する手続について特例を定

めるものとすること。

２ 特定都道府県知事等による埋葬又は火葬の実施

(1) 特定都道府県知事は、埋葬又は火葬を行おうとする者が埋葬又は火葬を

行うことが困難な場合において、公衆衛生上の危害の発生を防止するため

緊急の必要があると認めるときは、次の定めるところにより、埋葬又は火

葬を行わなければならないこと。（法第５６条第２項、告示関係）

火葬場の処理能力が追いつかず、火葬を行うことが困難な状態にあるこ

とにより、火葬が行われない状態が続き、一時的な埋葬を行うことが必要

と認められる場合において、特定都道府県知事が、法第５６条第２項の規

定により埋葬又は火葬を行うときは、あらかじめ、新型インフルエンザ等

に起因して死亡したことを確認の上、遺族の意思を確認するものとするこ

と。

(2) 特定都道府県知事は、埋葬又は火葬を迅速に行うため必要があると認め

るときは、(1)の措置の実施に関する事務の一部を特定市町村長が行うこ

ととすることができ、この場合における手続については、災害救助法施行

令（昭和２２年政令第２２５号）第２３条の規定が準用されること。（法

第５６条第３項、施行令第１６条関係）

(3) なお、遺体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、

墓地埋葬法第９条の規定に基づき、死亡地の市町村長が、埋葬又は火葬を

行わなければならないこと。


